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平成２３年度 第２１回人事委員会会議結果

１ 開催日時

平成２４年３月８日（木）午前１０時～１１時５０分

２ 開催場所

人事委員会委員室（県庁第二庁舎７階）

３ 出席者

【人事委員】

委 員 長 曽 我 紀 厚

委 員 中 原 都

委 員 荒 濱 健太郎

【事務局職員】

事務局長 西 山 秀 雄 次 長 加賀田 啓

任用課長 山 添 久 給与課長 稲 田 将

副 主 幹 懸 樋 順 一 副 主 幹 新 高 謙 一

副 主 幹 遠 藤 公 亮

【傍聴者】 なし

４ 議 題

議案第１号 職員の採用選考について

議案第２号 職員の昇任選考について

議案第３号 一般任期付職員に係る任期の更新の承認について

議案第４号 人事委員会通知の一部改正について

報告第１号 職員からの苦情・相談の概要及び処理状況について

報告第２号 国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の公布について（平成２４年２

月２９日付総務副大臣通知）

５ 議事の公開・非公開

議案第４号及び報告第２号を公開とし、議案第１号から第３号まで及び報告第１号を非公開とし

た。

６ 議 事
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１ 議案第１号

職員の採用選考について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

２ 議案第２号

職員の昇任選考について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

３ 議案第３号

一般任期付職員に係る任期の更新の承認について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

４ 議案第４号

人事委員会通知の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

【説 明】

以下のとおり通知を改正しようとするもの。

① 通知の名称

(１) 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について

(２) 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について

② 趣旨・概要（両通知共通）

(１) 要介護者の意義を明確化するための改正

「要介護者」の意義に関し、条例及び規則の「負傷、疾病又は老齢」の範囲と、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の「負傷、疾病又は身体上若しくは精神

上の障害」の範囲とは同一であることを明確化する。

(２) 年次有給休暇に係る職員の区分に係る勤務時間規則の引用条項の改正

平成21年６月29日付第200900054991号及び第200900054992号人事委員会委員長通知による改

正内容に誤りがあったため、所要の改正を行う。

(３) 障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正に伴う所要の改正

「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間に

おいて障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」（平成 22 年法律第 71

号）が制定・施行され、障害者自立支援法（平成 17 年法律第 123 号）及び児童福祉法（昭和 22年

法律第 164 号）が一部改正されることに伴い、これらの法律を引用する規定について所要の改正を

行う。

※平成 23 年 10 月１日に施行された障害者自立支援法の改正に伴う条項ズレについて、平成 23

年度第 10回人事委員会議案第１号により議決済み。

※今回の改正は、平成 24 年４月１日に施行される障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正

に係るもの。

《(１)及び(２)は通知施行日から適用、(３)は平成 24 年４月１日から適用》

５ 報告第１号

職員からの苦情・相談の概要及び処理状況について、事務局が説明した。

６ 報告第２号

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の公布について、事務局が説明した。
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７ 次回の人事委員会の開催

平成２４年３月１６日（金）午前１０時から開催することとした。


